
□事後届出が必要な土地取引　　（以下の３つの要件をすべて満たすもの）
① 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利

（以下「土地に関する権利という」）の移転又は設定であること。
②

□事後届出制のフロー ③

【取引の形態】

□事後届出を要しないもの　　（適用除外）
①

② 司法的ないし準司法的手続が関与する場合等
【具体例】
・

・ 裁判所の許可を得て行われる場合
・
・

□《※一団の土地》の定義　　（以下の３つの要件をすべて満たすもの）
① 主体の同一性

　権利取得者が同一主体であること。
②

　土地が一体としての利用に供することが可能であること。
③ 計画的一貫性

□《※提出書類》　　（以下の届出書、契約書の写し、図書等を各1部提出）
① 土地売買等届出書（様式第１号）
② 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
③ 土地及びその周辺の状況を明らかにした図書（縮尺５千分の１以上のもの）
④ 土地の形状を明らかにした図書（公図）
⑤ その他、必要に応じて委任状（代理人が届出を行う場合など）

当事者の一方又は双方が国等（国、地方公共団体及び政令第１４条で定める法
人）である場合

農地法第３条第１項の許可を受けることを要する場合
滞納処分、強制執行、担保等の実行としての競売（その例による競売を含む。）
又は企業担保権の実行により換価する場合　　　など

物理的一体性

　２つ以上の土地売買等の契約が一連の計画の下に、その時期、目的等につい
て相互に密接な関連をもって締結されていること。

◆国土法に基づく届出をした方は、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」は不要です。

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出（事後届出制）フロー

土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うものであること。
土地に関する権利の移転又は設定が「契約」（予約を含む。）により行われるもの
であること。

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地
上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲
渡、地位譲渡、第三者のためにする契約

法又は他の法律の許可制度等を通じて、土地取引について価格と利用目的の
両面から審査が行われることが期待される場合

＜届出窓口＞

○土地政策課℡457-2365

勧告(§24Ⅰ)

土地利用審査会

【届出期限】

●契約を締結した日から起算して、２週間以内
【届出対象】：一定規模以上の土地《※一団の土地》
●市街化区域 ２，０００㎡以上

●その他の都市計画区域 ５，０００㎡以上
●都市計画区域外 １０，０００㎡以上

土地利用審査会に
意見聴取(§24Ⅰ)

国 土 利用計画法に基づ く 土地売買等の届出 ( § 2 3 Ⅰ )

土地売買等の契約を締結した者のうち「権利取得者（買主）」

●《※提出書類》 ： 届出書、契約書の写し、図書等
●（あて先）浜松市長

意見(§24Ⅰ)

報告の要求(§25)

助言(§27の2) 不勧告

届出をした者

必要なあっせん等(§27) 公表(§26)

「勧告基準」(§24Ⅰ)
（利用目的)
●公表されている土地利用に
関する計画に適合しないこと

届出の日から３週間以内
（３週間以内の延長可）
(§24ⅡⅢ)

勧告に従ったとき
勧告に従わないとき

浜松市ホームページ

「国土利用計画法に基づく

届出について」



様式第１号

土地売買等届出書
殿

記

１.契約内容に関する事項

その他

氏名（法人名）※1 外 名 氏名（法人名）※1 外 名

区　分 個人 法人 （会社等法人番号 ） 区　分 個人 法人

譲受人住所※４ 譲渡人住所※４
〒 - 〒 -

不動産業

建設業

金融保険業

製造業

商業 ※６　同一の国籍等を有する者が役員（持分会社の場合は業務を執行する社員）の過半数を

運輸業 　　　 占める場合、当該国籍等を記載（該当しない場合は非該当をチェック）

その他 ※７　同一の国籍等を有する者が議決権の過半数を占める場合、当該国籍等を記載

〔 〕 　　　 （該当しない場合は非該当をチェック）

２.土地に関する事項

注）一筆の土地ごとに記載する。全ての筆を記載できない場合は、別途、上記項目について提出すること ※５　売買、売買予約、譲渡担保、交換、代物弁済等を記載
注）契約書の内容から一筆ごとに各項目を記載できない場合は、現況地目ごと等の単位でまとめて記載 ※６　共有の場合のみ、届出に係るものを記載
　 （その場合でも、全ての筆について地番等の所在を記載） ※７　地上権又は賃借権の場合のみ記載
注）面積、対価の額等を一筆ごと等に記載できない場合は、届出に係るものの合計のみを記載

３.土地の利用目的等に関する事項

単独の届出

一団の土地（新規）

一団の土地（継続）

→ 前回の届出年月日

㎡

有 無 ㎡

※８　市街化区域及び非線引きの都市計画区域で用途地域が指定されている場合は用途地域を記載

４.土地に存する工作物等に関する事項 地方公共団体使用欄

有

無

（ ）

［ ］

所在（市町村名、字及び地番等）
上段：登記簿、下段：住居表示

電話番号

※４　個人又は法人の代表者が日本国籍以外で永住権を有するする場合

※５　住所が海外の場合は国内の連絡先を別紙で提出

区名 町名（大字） 地番

地目
上段：登記
下段：現況

契約面積

(m2)

権利の移転等
の態様

※５

共有持分
割合
※６

対価の額
（円）

地代※７
（年額・円）

５.その他参考となるべき事項

土地の権利と併せた工作物等の権利移転の有無 工作物等の対価の額（税込み）

所有権

（手続状況等）

賃借権 信託受益権
円

（うち、今後追加で買い進める予定の面積）

利用現況の変更

有無 種類・概要・規模・使用年数等 工作物等の解体予定

予定あり 予定なし

費用負担者

権利移転なし その他

市街化区域

都市計画区域外

その他

用途地域

市街化調整区域

単団の区分 区域区分等※８ 利用目的（用途、工作物の規模等、当該土地の利用計画を可能な限り詳細に記載）

一体的利用を図る一団の土地の総面積

現在の土地利用の状況

（備考）新たな土地利用に必要な個別法の手続状況等

都市計画法 農地法 森林法

⑤

合計 筆 （上記を含む届出に係る土地の総筆数）

合　計 合　計 合　計

③

④

②

①

※３　会社法人等番号を有する法人の場合は、会社・法人の登記簿に記録される12桁

　　　 の数字を記載

永住者又は
特別永住者 ※４

業　　　種

都道府県名 市区町村名

ビル・マンション名等

※２　法人の場合は、その設立に当たって準拠した法令を制定した国を記載

地上権 賃借権 信託受益権
の 移転（

電話番号 ※１　法人の場合は、法人名及び代表者名を記載

町丁目、地番等

ビル・マンション名等

都道府県名 市区町村名 町丁目、地番等

代表者の国籍等

浜松市長 届出年月日

市町村名

　国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、土地売買等の契約を締結したことについて、下記のとおり
届け出ます。

区　　　分 所 ・ 地 ・ 貸 ・ 信 ・ 他 単 ・ 団

受付日・受理番号

処理日・処理番号

契約年月日 契約の種類 所有権

（法人の場合の代表者名） （法人の場合の代表者名）

設定）

届出人である権利取得者（譲受人） 契約の相手方（譲渡人）
共有者 国籍等※２ 共有者

メールアドレス

法人

役員等の国籍等
※6

議決権保有者の
国籍等　※７

非該当

非該当

担当部署、担当者名等（法人、代理又は仲介の場合のみ記載）



様式第１号

土地売買等届出書
殿

記
１.契約内容に関する事項

その他

氏名（法人名）※1 外 名 氏名（法人名）※1 外 名

区　分 個人 法人 （会社等法人番号 ） 区　分 個人 法人

譲受人住所※４ 譲渡人住所※４　
〒 - 〒 -

不動産業

建設業

金融保険業

製造業

商業 ※６　同一の国籍等を有する者が役員（持分会社の場合は業務を執行する社員）の過半数を

運輸業 　　　 占める場合、当該国籍等を記載（該当しない場合は非該当をチェック）

その他 ※７　同一の国籍等を有する者が議決権の過半数を占める場合、当該国籍等を記載

〔 〕 　　　 （該当しない場合は非該当をチェック）

２.土地に関する事項

注）一筆の土地ごとに記載する。全ての筆を記載できない場合は、別途、上記項目について提出すること ※５　売買、売買予約、譲渡担保、交換、代物弁済等を記載
注）契約書の内容から一筆ごとに各項目を記載できない場合は、現況地目ごと等の単位でまとめて記載 ※６　共有の場合のみ、届出に係るものを記載
　 （その場合でも、全ての筆について地番等の所在を記載） ※７　地上権又は賃借権の場合のみ記載
注）面積、対価の額等を一筆ごと等に記載できない場合は、届出に係るものの合計のみを記載

３.土地の利用目的等に関する事項

単独の届出

一団の土地（新規）

一団の土地（継続）

→ 前回の届出年月日

㎡

有 無 ㎡

※８　市街化区域及び非線引きの都市計画区域で用途地域が指定されている場合は用途地域を記載

４.土地に存する工作物等に関する事項 地方公共団体使用欄

有

無

（ ）

［ ］

浜松市⾧ 届出年月日 令和8年4月10日
市町村名

　国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、土地売買等の契約を締結したことについて、下記のとおり
届け出ます。

区　　　分 所 ・ 地 ・ 貸 ・ 信 ・ 他 単 ・ 団

受付日・受理番号

処理日・処理番号

契約年月日 令和8年4月1日 契約の種類 所有権　

〇〇 株式会社
日本

〇〇 〇〇

（法人の場合の代表者名） 代表取締役 ○○ ○○ （法人の場合の代表者名）

123456789012

設定）

届出人である権利取得者（譲受人） 契約の相手方（譲渡人）
共有者 国籍等※２ 共有者

地上権 賃借権 信託受益権
の 移転（

市区町村名 町丁目、地番等

静岡県 浜松市○○区 〇〇町〇〇番地 東京都 ○○区 〇〇町〇〇番地

代表者の国籍等
○○○ ○○○○

日本
○○○ ○○○○

都道府県名 市区町村名 町丁目、地番等 都道府県名

ビル・マンション名等 永住者又は
特別永住者 ※４

ビル・マンション名等 〇〇ビル 〇〇〇号
電話番号 〇〇〇－〇〇〇―〇〇〇〇 ※１　法人の場合は、法人名及び代表者名を記載

担当部署、担当者名等（法人、代理又は仲介の場合のみ記載） ※５　住所が海外の場合は国内の連絡先を別紙で提出

〇〇部 〇〇 〇〇

電話番号
メールアドレス

※２　法人の場合は、その設立に当たって準拠した法令を制定した国を記載

※３　会社法人等番号を有する法人の場合は、会社・法人の登記簿に記録される12桁

議決権保有者の
国籍等　※７

非該当
　　　 の数字を記載

※４　個人又は法人の代表者が日本国籍以外で永住権を有するする場合

法人

役員等の国籍等
※6

非該当
業　　　種

所在（市町村名、字及び地番等）
上段：登記簿、下段：住居表示

地目
上段：登記
下段：現況

契約面積
(m2)

権利の移転等
の態様

※５

共有持分
割合
※６

対価の額
（円）

地代※７
（年額・円）

区名 町名（大字）

12,000.00 所有権売買 240,000,000
宅地

地番

①
○○区 ○○町 ○○番1 宅地

所有権売買 330,000
田

②
○○区 ○○町 ○○番2 田

165.00

③

④

⑤

合　計 合　計 合　計

12,165.00 240,330,000合計 2 筆 （上記を含む届出に係る土地の総筆数）

単団の区分 区域区分等※８ 利用目的（用途、工作物の規模等、当該土地の利用計画を可能な限り詳細に記載）

市街化区域

共同住宅

用途地域 第１種中高層住居専用地域

市街化調整区域

都市計画区域外

その他

（うち、今後追加で買い進める予定の面積）
（手続状況等）

利用現況の変更

現在の土地利用の状況

工場
一体的利用を図る一団の土地の総面積 （備考）新たな土地利用に必要な個別法の手続状況等

12,165.00 都市計画法 農地法 森林法

有無 種類・概要・規模・使用年数等 工作物等の解体予定

鉄筋3階

築20年

4,300㎡

予定あり 予定なし

費用負担者

譲受人

５.その他参考となるべき事項

土地の権利と併せた工作物等の権利移転の有無 工作物等の対価の額（税込み）

所有権 賃借権 信託受益権
0 円

権利移転なし その他

書類を提出する日を記入してください
提出期限は、契約日から起算して２週間です
（２週間後の１つ前の曜日になります）

その他を選択した場合は、具体
的な権利の内容を記入してくだ
さい

譲渡人が複数いる場合に
記入してください

権利取得者が複数いる場合
に記入してください

法人種別、法人名、
姓、名の間はそれぞれ全角スペース

役職名から記入してください。
役職、姓、名の間はそれぞれ全角スペース

会社・法人の登記簿に記録さ
れる12桁の数字を記入

部署名から記入してください
役職、姓、名の間はそれぞれ全角スペース

パスポート等に記載さ
れる国籍を記入してく
ださい

法人の場合、代表者の国籍を記
入してください。
（上の欄に法人の準拠国籍、こ
ちらに代表者個人の国籍を記入
してください）

右にある※7の説明参照
法人の場合、国籍の記入又は「非該当」への
チェックのいずれかが必須

その他を選択した場合は、具
体的な業種を記入してくださ
い

届出の対象となる筆を1筆ずつ記入してください
契約の中に届出不要の土地がある場合は、当該土地について
は記入しないでください

合計筆が6筆以上となる場合は、
6筆目以降の土地について、
別紙筆一覧に記入してください

持分の一部のみを取得する場
合に記入してください。(1/2
等)

・単独の届出
　一度の契約で、予定する全ての土地を取得するとき
・一団の土地（新規）
　複数回に分け土地を取得する場合で、はじめて国土法の届出をするとき
・一団の土地（継続）
　複数回に分け土地を取得する場合で、以前に国土法の届出を提出しているとき
　※前回の届出日を記入

市街化区域の場合は、
用途区分を選択してく
ださい

現在積極的には利用されていない土地の場合
でも、更地、耕作放棄地等、
現況に合わせて記入してください

契約に関わらず、予定している
利用目的に係る土地の総面積を
記入してください

今回の届出分で、全ての土
地の取得が完了する　場合
は記入不要です

予定している土地利用を行う際に必要
となる手続きがあれば、関係法令を選
択してください

その他の法令に基づく手続
きがある場合は、関係法令
の名称（略名）を記入して
ください

・〇月許可（申請）済み
・〇月頃申請予定
　　　　　　　　　等

立木等も対象となります

その他を選択した場合は、
具体的な権利の内容を記入
してください

工作物等の権利移転があっても、
工作物等の金額を設定していない
（価値0）の場合は０円としてください

右にある※6の説明参照
法人の場合、国籍の記入又は「非該当」への
チェックのいずれかが必須

契約書に記載されている
地積を入力してください

筆ごとの金額が難しい場合は、合
計額のみを記入してください

※土地家屋を合わせて売買する場
合も、必ず「土地のみ」の金額を
記入してください



（あて先）浜松市長 

 

委 任 状 
 

 代理人（受任者） 

○住所(又は所在地) 
 
                                

○氏名(名称及び代表者氏名) 
 

                                

 

○担 当 者              

 

○電話番号              

 

  私は、上記の者を代理人と定め、国土利用計画法第２３条第１項の規定に基づく届出に

関し、下記の権限を委任します。 

 

記 
 
１ 【物件の表示】    浜松市    区 
 
２ 【委任行為】（○で囲む範囲） 

    ① 提出  ② 取下げ  ③ 内容の確認及び訂正 

    ④ その他届出に関する一切の権限 
 

 委任者  

令和   年  月    日 

 

○住所(又は所在地) 
 
                                          

○氏名(名称及び代表者氏名) 
 

  
                                          

 
 

＜備  考＞ 
１ 代理人が法人職員である場合においては、その事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び担当者の 

氏名を記入すること。 

２ 委任者が法人である場合においては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。 

 



（あて先）浜松市長 

 

委 任 状 
 

 代理人（受任者） 

○住所(又は所在地) 
 
                                

○氏名(名称及び代表者氏名) 
 

                                

 

○担 当 者              

 

○電話番号              

 

  私は、上記の者を代理人と定め、国土利用計画法第２３条第１項の規定に基づく届出に

関し、下記の権限を委任します。 

 

記 
 
１ 【物件の表示】    浜松市    区 
 
２ 【委任行為】（○で囲む範囲） 

    ① 提出  ② 取下げ  ③ 内容の確認及び訂正 

    ④ その他届出に関する一切の権限 
 

 委任者  

令和   年  月    日 

 

○住所(又は所在地) 
 
                                          

○氏名(名称及び代表者氏名) 
 

  
                                          

 
 

＜備  考＞ 
１ 代理人が法人職員である場合においては、その事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び担当者の 

氏名を記入すること。 

２ 委任者が法人である場合においては、その事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。 

 

記入例 

浜松市○○区○○町×××番地の× 

浜松土地株式会社 代表取締役 土地 一郎 

土地 二郎 

０５３－４５７－２３６５ 

〇    〇   〇 

浜松市○○区○○町１０３番地の２ 

浜松 花子 

○○   ○○町×××番 外１０筆 



 
 
 
 
【アクセス方法】･･･ 以下の方法により、国土法関連ページへアクセスしてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは･･･土地政策課    （℡ 053-457-2365） 

◆国土法の事後届出が必要な土地取引や手続き等について確認できます。 

浜松市ホームページから、 

「国土法の事後届出に関する資料」をダウンロードできます。 

◆「ダウンロード」から「土地売買等届出書（Word・PDF 形式）」等がダウンロードできます。 

①事業者の方への 

『都市計画』をクリック！ 

②都市計画の 

『土地利用について』を 

クリック！ 

④『国土法に基づく届出に

ついて』をクリック！ 

③土地利用の 

『土地の取引について』を 

クリック！ 


